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 1 個人情報関連の方針および規程改正の件 

  （決議）資料№1 

 

2015年 9月 9日に改正・公布され、2017年 5月 30日に施行された個人情報保護法に基づき、「個

人情報の保護に関する方針」および「個人情報の保護に関する基本規程」を改正したい。 

併せて、名称をそれぞれ以下の通り変更したい。 

 

（旧）個人情報の保護に関する方針   → （新）個人情報保護方針 

（旧）個人情報の保護に関する基本規程 → （新）個人情報保護規則 

 

 2 医学委員会 部会設置の件 

  各種委員会組織運営規則第 10条に基づき、医学委員会に以下の部会を設置したい。 

 

【栄養サポート部会】 

 ・所管事項  １．栄養に関する事項 

・今任期中に取り組む事項 

１．JFAにおける栄養ガイドラインの作成 

       ２．育成年代から各年代代表チームに至るまでの栄養サポートの実施 

 ・任  期  2018年 3月定時評議員会の終結の時まで 

 ・主管部署  技術部 

 ・メンバー 

部会長  前田 弘  （医学委員/日本代表チーム チーフアスレティックトレーナー） 

 副部会長 亀井 明子 （国立スポーツ科学センタースポーツ科学部） 

 部会員  石井 美子 （女子栄養大学） 

      加藤 晴康 （医学委員/立教大学コミュニティ福祉学部） 

      土肥 美智子（医学委員/国立スポーツ科学センターメディカルセンター） 

      早川 直樹 （日本代表チーム コンディショニングコーチ） 

 

 3 メキシコ中部地震に対する支援の件 

  9月 19日にメキシコプエブラの南約 55 kmを震源として発生したマグニチュード 7.1 の地震によ

り、プエブラ州、モレロス州および首都メキシコシティに被害が生じ、20以上の建物が崩壊、369

人の犠牲者と約 5,000人の負傷者が出た。 

今回の地震で被災された地域の一刻も早い復旧を願い、以下の通り支援を実施したい｡ 

 

《支援内容》メキシコサッカー連盟に義援金として US＄20,000を寄付。 
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【参考：最近の災害時支援実施内容/国外】 

(1)2009年 2月 オーストラリア山火事 

①JFAから義援金 2,000,000円 

②2010FIFAワールドカップアジア最終予選オーストラリア戦での募金 340,270円 

③計 2,340,270円をオーストラリアサッカー連盟に寄付 

(2)2011年 2月 ニュージーランド地震 

ニュージーランドサッカー協会に義援金として 2,000,000円 

(3)2011年 7月 タイ洪水被害 

タイサッカー協会に義援金として 2,000,000円 

(4)2011年 8月 カンボジア洪水被害 

カンボジアサッカー協会に義援金として 1,000,000円 

(5)2011年 10月 トルコ東部地震 

トルコサッカー協会に義援金として 2,000,000円 

(6)2013年 11月 フィリピン台風 30号被害 

フィリピンサッカー協会に義援金として US＄20,000 

(7)2015年 4月 ネパール大地震 

ネパールサッカー協会に義援金として US$20,000 

(8)2016年 4月 エクアドル地震 

エクアドルサッカー協会に義援金として US＄20,000 

(9)2016年 8月 イタリア中部地震 

イタリアサッカー連盟に義援金として US＄20,000 

 

 


